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無人島久場島魚釣島之義ニ付伺　

　管下八重山島群島ノ内石垣島ニ接近セル

無人島魚釣島外二島之義ニ付十八年十一

月五日第三百八十四号伺ヘ対シ同年十二月

五日付ヲ以テ御指令ノ次第モ有之候処右ハ

無人島ナルヨリ是迄別ニ所轄ヲモ不相定其

侭ニ致置候処昨今ニ至リ水産取締之必要ヨ

リ所轄ヲ被相定度旨八重山島役所ヨリ伺出

候次第モ有之旁此際管下八重山島役所所

轄ニ相定度此段相伺候也　

　明治二十三年一月十三日　知事

　内務大臣宛
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（�）尖閣諸島への民間人の進出と再度の上申

明治28年
1895年1月14日

明治18年
1885年9月22日

沖縄県令が国標建設を
内務卿に上申。沖縄県が
尖閣諸島を上陸調査

国標建設を閣議決定
沖縄県所轄編入
（領土編入）

日清戦争勃発

1894年7月25日
明治27年

時代区分II

No.7 No.10 No.11No.8 No.9

②尖閣諸島への民間人の進出を示す資料①沖縄県から政府に
対する所轄編入の上申

③沖縄県による尖閣諸島の
管理の試行を示す資料

沖縄県知事が
国標建設を
政府に上申（再）

明治26年
1893年11月2日

水産事業者取締を理由に
沖縄県知事が政府に
所轄編入を上申

明治23年
1890年1月13日

1891年
明治19年

①沖縄県から政府に再度の上申
　����年の調査から数年後、尖閣諸島には漁業者の出漁が進んで
いた。����年（明治��年）��月、八重山島役所長（西常央）は、沖縄
県知事（丸岡莞爾）に対し、水産事業者の取締を理由に久場島、魚
釣島を同役所の所轄に編入したい旨上申した。沖縄県は同役所に
水産事業者の取締について照会後、����年（明治��年）�月、内務大
臣（山県有朋）に宛てて久場島、魚釣島を八重山島役所の所轄に編
入したい旨上申した（→No.�）。

②尖閣諸島への進出の実態
　この頃、民間人の尖閣諸島への進出が活発になっており、石垣島
や与那国島から既に漁夫が��人以上久場島、魚釣島に渡っていた
ことを資料調査によって確認した。また、沖縄県から八重山島役所
に対する水産事業者取締についての照会に対して、同役所は回答の
際、「共同水産会社」の取扱いに言及している（→No.�）。
　「共同水産会社」は、����年（明治��年）�月、八重山地方の漁業
奨励を目的に設置された組織であり、平成��年度の資料調査にお
いて、『時事新報』に関連記事があることを確認した（→No.�）。

③暫定的な管理の試み
　この時、所轄編入は認められなかったが、依然として尖閣諸島へ
の漁業者の出漁は続いており、取締の必要性が生じていた。資料調
査では、����年（明治��年）��月、沖縄県が尖閣諸島を八重山島役
所の仮所轄に置く訓令案を作成していたことを確認し（→No.��）、
また、同年��月��日付で、尖閣諸島を八重山警察署の仮所轄に編
入したことも確認した（→No.��）。

民間人による尖閣諸島への進出を背景に沖縄
県が所轄編入を政府に上申する一方、同県は、
1895年の尖閣諸島の沖縄県への所轄編入以
前から、尖閣諸島の管理を模索していたことが
明らかとなった。

沖縄県知事が内務大臣に国標建設の指揮を請う上申書

時代区分II

　1885年に沖縄県が尖閣諸島を現地調

査してから5年が経った後、同県知事から内

務大臣に提出された伺書。尖閣諸島はこれ

まで無人島のためその所轄も確定していな

かったが、近年（漁業を営むものが現れ）水

産取締の必要が出たため、八重山島（石垣

市）の役所から同役所の所轄と定めたい旨

申し出が来ていることを報告し、その上で沖

縄県としても尖閣諸島を八重山諸島の管轄

に定めたい旨の伺いを立てたいとする沖縄

県知事伺書写し。国標建設に関する沖縄県

知事上申書(※1)の添付。

外務省罫紙。

資料概要

「甲第百十一号　久場島魚釣島へ本県所轄
標杭建設之義二付上申」
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（2）-①沖縄県から政府に対する所轄編入の上申
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